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原則入国拒否

ＰＣＲ検査
結果判明までの待機
自宅等、空港内スペース又は
検疫所が指定した施設等

 14日以内に
滞在歴がある外国人

 日本人

入国後14日間の待機
検疫所長が指定する場所

（自宅、自身が確保したホテルや旅館等宿泊施設）

 陽性

入院等

 陰性
 ＰＣＲ検査対象者が多いため、結果判明までに1～2日の待機が必要。
 自宅等（自身が確保したホテルや旅館等の宿泊施設を除く。）で検査結果を待つ場合は、
症状がなく、公共交通機関（鉄道、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を
使用しないことが条件

 自宅等への移動が困難な場合は、空港内スペース又は検疫所が指定した施設等で待機
（検査結果が判明するまで、自身が確保したホテル、旅館等の宿泊施設へは移動できな
い。）

 自宅等、自身が確保したホテルや旅館等の宿泊施設へは、
公共交通機関を使用しないことが条件

 日本人

（※）具体的な検疫強化の対象国については、厚生労働省HPの
以下ページをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ir
you/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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 外国人のビザ停止、ビザなし渡航停止

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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